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「他者への欲望」からみた教育の倫理
障害者解放運動と障害学を経由して
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「他者への欲望」からみた教育の倫理

一一障害者解放運動と障害学を経由して一一＊1

1 はじめに
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森岡次郎

本論文は、私たちの欲望について考察することを通じて、教育という営みに固有の倫

理を描き出す試みである。その際、本論文では障害者解放運動や障害学といった、障害

当事者たちの行った議論を経由する。

なぜ障害当事者による議論を経由するのか。それは、差別からの解放を求めた障害者

たちこそが、私たちの欲望のあり方ついて最も深く原理的な考察を行い、最も精微な理

論化を試み、最もラデイカルな批判を展開したと考えられるからである。

障害者たちが明らかにしたのは、後に生命倫理学において「内なる優生思想j として

主題化されることとなる、私たちの優生学的（広義には能力主義的）な欲望である。障

害を嫌忌し、産まれてくる子どもに対して「五体満足」を望み、 「より高い能力」を身

につけてほしいと願う私たちの欲望。こうした欲望に関する議論を教育関係へと敷街

し、その異同について考察を行うことにより、翻って、 「他者への欲望」という視座か

ら教育に固有の倫理を描き出してみたい。

障害児教育（特別支援教育）の実践的課題について直接に論じるのではなく、また、

障害者解放に向けた理論の内にとどまるのでもない。障害者たちからの問題提起を引き

受け、私たちの欲望に関する原理的な考察を挺子としながら、教育に固有の倫理を「他

者への欲望j としづ視座から提示すること。本論文はこうした目論見のうちに進められ

ることになる。このことは、翻って、障害者差別の克服に向けた理論的可能性を探るこ

とにもなるだろう。

教育の倫理を論じるためには些か迂回した議論となるが、まずは障害者たちの運動と

そこでなされた主張を辿ることから始めよう。

2 「青い芝の会」の思想、と運動 一一「内なる優生思想」としづ問題一一

「障害からの解放ではなく、差別からの解放へ！」 。この旗印の下に、 1970年代、日

本の障害者運動は大きな展開を見せた。 「障害者解放運動Jと呼ばれるこの運動におい

て中心的な役割を果たしたのが、日本脳性マヒ者協会「青い芝の会J （以下、 「青い芝
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の会」と略記）である。

「青い芝の会Jは、治療や訓練（教育）によって障害の克服を目指すのではなく、障害

を理由とする差別こそを問題とし、その克服を目指した。障害者自身が障害 障害者

の存在や身体一ーを否定することなく、積極的に肯定する。その上で、社会に蔓延する

障害者に対する差別を問題化する。こうした主張は、それまでの障害者運動にはみられ

なかったものである。

彼らの思想において特筆すべきは、障害者に対する差別を、国家や大資本による強制

的な抑圧や排除、あるいは制度上の不備といった、いわゆる「ハード」の問題としてで

はなく、私たち一人一人が持つ、 「障害はない方がよい」 「自分の子どもには健常者と

して産まれてきて欲ししリといった優生学的欲望、すなわち「ソフト」の問題として指

摘した点にある。彼らは、後に「内なる優生思想」の問題として主題化されることとな

る、人々の優生学的欲望の問題をいち早く指摘した。そして、脳’性マヒ者、すなわち、

差別され、存在を否定される障害者の立場に定位しながら、健常者（彼らの用語に従え

ば「健全者」）の支配するこの社会に果敢な戦いを挑んでいったのである。

「青い芝の会Jは 1957年、東京都大田区に住む脳性マヒ者、高山久子、金沢英児、

山北厚の 3名によって結成された。この 3人は日本最初の公立肢体不自由学校である東

京市立光明学校（1932年開校、現東京都立光明養護学校）の卒業生である。

発足当初、この会は後に展開していくような、政治闘争を目的とした運動団体ではな

かった。会の方針が大きく転換するのは、 1960年代末から 1970年代。特に、 1970年に

始まる、 「青い芝の会」神奈川県連合会を中心とした運動の以降である。

会の方向転換を導き、後に指導的役割を果たすことになる横塚晃一、横田弘らが「青

い芝の会」神奈川県連合会に加入するのとほぼ同じ時期、 1970年 5月 29日、横浜市金

沢区において、母親が二歳になる脳性マヒの子どもを殺害するという事件が起こる。こ

の事件を一つの重要な契機として、 「青い芝の会Jの運動は大きく転回していくことに

なる。

この事件は、 2人の脳性マヒ障害児を持つ母親が、子どもの施設への入所を何度も断

られ、生活上の困難を抱えた末に、 二歳になる長女をエプロンの紐で絞殺した、という

事件である。

事件後まもなく 、この母親に対する共感や同情が集まり、町内会や神奈川県心身障害

児父母の会などによる、母親に対する減刑嘆願運動が始まった。母親への同情や共感が

拡大する中で、 「青い芝の会」の障害者たちは、このような減刑運動を批判し、そうし

た風潮に猛然と反発する運動を展開した。

この事件では、殺された脳性マヒの障害児に同情が集まるのではなく、殺した母親に

同情が集まった。このことに対して横田は、 「強い怒りと同時に激しい恐怖を感じ、こ

のままでは、いつ自分たちが『殺』されるかわからないという危機感」勺を感じたとい

う。そして、こうした危機感が、 「青い芝の会」を減刑反対運動へと駆り立ててし1く。
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「青い芝の会j の障害者たちは、社会（健常者）の中に、障害者を殺しでも重い罪に

問わなくてもよい、という考えがあるからこそ、このような減刑嘆願運動が起こるのだ

と考えた。健常者は、母親（殺した側）に同情することはあっても、障害児（殺された

側）に対しては同情や共感といった感情を持つことがない。 「青い芝の会」は、こうし

た減刑嘆願運動の拡がりの中に、健常者と障害者を決定的に分かつ断絶を見出した。そ

して、健常者と障害者を同じ人間として対等に扱う言説を拒絶し、障害者であることへ

のこだわりを増大させてし1く。

「青い芝の会Jの減刑反対運動における主目的は、母親を刑務所に送り前科者に仕立

て上げることではなく、彼らが「健全者の論理」とよぶ、生産性と効率性の論理を告発

し、自ら（脳性マヒ障害者）の置かれた状況を訴えることにあった。彼らが最も厳しく

批判したのは、 「母親が障害児を殺したのは仕方なかった」という言説の中には、 「（生

産性の低し＇）障 害者はいつ殺されても仕方がなし1」という 後に彼らが「健全者のエ

ゴイズム」と呼ぶ一一意識が含まれていることで、あった。

事件から約 1年半後、 1971年 10月 8日、横浜地裁において、懲役 2年、執行猶予 3

年の一審判決が下された。この母親に言い渡された判決は、大幅に減刑されたうえに執

行猶予までついた、いかにも軽いものであり、 「青い芝の会Jを満足させるものではな

かったが、有罪と認めた判決に一定の運動の成果をみて、 「青い芝の会」はこの運動を

収束させていった。しかしながら、この事件と減刑反対運動を重大な契機として、彼ら

は、顕在化している問題の背後に存在する「健全者のエゴイズム」との対決姿勢をより

いっそう強めていくことになる。

障害者を「本来、あってはならない存在」であるとする人々の心性、 「健全者のエゴ

イズム」 。 「青い芝の会」は、障害者差別の背後にある「健全者のエゴイズム」の存在

を指摘し、問題提起を行し1続けた。闘うべき相手、障害者に対する差別や抑圧の根源を、

社会に蔓延する人々の心性、心の内側に見出したことは、 「内なる優生思想Jという現

代的課題へと繋がる重要な指摘である。

「青い芝の会」の活動、対外的な告発や問題提起は、その過激さゆえに社会的にも大

きな注目を集めることになった。しかし、彼らの闘争は外的な（健常者による） 差別や

抑圧の断罪だけには留まらなかった。 「青い芝の会Jの運動は外部に対する告発と同時

に、障害者自身の自己規定の変更も促すもので、あった。というよりも、むしろ障害者自

身の心の内側の問題こそを重視していたといってよい。

「青い芝の会」はたしかに、社会に蔓延する「健全者のエゴイズム」の存在を問題とし

たが、健常者に対する告発と闘争の運動の中で、そうした社会的な価値観を支えるイデオ

ロギーが障害者自身の内側にも存在していることに気づく。 「自分も健常者であればよか

った」、 「少しでも健常者に近づきたしリとしづ健常者に対する憧れ。 「障害者として生

きるよりも健常者として生きる方がよしリとしづ「自己」に対する否定的な感情。障害者

が持っこ うした意識の構造を、 「青い芝の会」は「内なる健全者幻想」と呼んだ。



154 

「健全者文明Jや「内なる健全者幻想Jに従属することなく、自らが障害者であるこ

とを自覚的、肯定的に引き受けたうえで、社会に対して自己主張をしてし1く。この意味

で、 「青い芝の会」の闘争は、 「健全者のエゴイズム」を告発する対外的闘争であると

同時に、自らに身体化された「内なる健全者幻想」を払拭するとしづ、自己肯定への闘

いでもあった。

「健全者のエゴイズムjが蔓延するこの社会を変革していくためには、何よりもまず、

障害者自身が「内なる健全者幻想」から解放されなければならない。 「青い芝の会j の

思想、の卓抜した点は、こうした反省的な視点を手に入れたことであるη。

しかし、 「内なる健全者幻想Jからの解放を希求しつつも、そこからは容易に抜け出

すことのできない現実がある。

私たちは産まれたときから絶えず、この社会における「他者」との関係性の内に生き

ている。そして、 「健全者文明Jが支配する既存の社会で生活をしている限り、その社

会における支配的な規範、 「内なる健全者幻想」から完全に自由になることは不可能で

ある。にもかかわらず（そうであるがゆえ）、 「青い芝の会」の障害者たちは、健常者

と障害者の差異を強調したうえで障害者の位置に定位し、障害者であるこ とを反省的に

自覚することによって「内なる健全者幻想」を払拭しようと試みる。彼らは、健常者と

障害者を峻別した上で、個々人が（自らが）内面化している規範や意識を問題の所在と

して焦点化することによって、 「自己」との不断の闘し 1を強いられるのである。

健常者からは決して理解されえないマイノリティ、社会的弱者、存在を否定される障

害者側に定位しながら、社会を構成する（障害者を含めた）人々が内面化している価値

規範や意識（心性、欲望）からの解放を希求し、不断に問題を提起しつづける。 「青い

芝の会」の思想、と運動は、こうした特徴を有している。

では、こうした彼らの主張や問題提起を、私たちはどのように受け止めればよいのだ

ろうか。

私たちは、多かれ少なかれ、優生学的な欲望、 「内なる優生思想」を持っている。た

とえば子どもが誕生する際、重篤な遺伝的疾患をもって産まれてくるよりは、五体満足

で産まれてきてほしいと願うことは当然である。しかしながら、 「青い芝」の障害者た

ちは、こうした一人一人の願いこそが障害者を差別し、存在を否定することにつながる

のだ、と私たちを告発し続ける。

まずは、こうした彼らの主張から目をそらさず、彼らの問題提起を我がこととして真

撃に受け止めることから始めるしかない。自己の「内なる優生思想」を省みずに「障害

者を差別することはいけないこと」という「正論」を述べることは欺繭である。また、

「障害者は差別されてもしょうがなしリとして「内なる優生思想」の実定性に居直るこ

とは非倫理的である。

とはいえ、自らの「内なる優生思想」に対する不断の反省に終始するのでは、障害者

差別を是正するための具体的な方略を示すことはできないだろう。 「青い芝の会」の闘
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争は、自分の内側も含めたすべての人（の内面）を敵に回し、問題解決の道を選ばない、

という方略をとった（とらざるを得なかった） 。それゆえ思想的・原理的な方向は明確

で、あったが、障害者がどのように生活し、どのように社会を変革していくのか、という

具体的な方略は示されなかった。

障害という問題、障害者差別の問題は、私たちの差別的な社会規範によるものであり、

その起源には、私たち一人一人が持つ優生学的欲望がある。 「青い芝の会」の障害者た

ちは、運動の中から、このことを畑眼を持って看破した。しかしながら、その差別的な

欲望の起点として、関係から切り離された「自己」を、実体的なものとして措定したた

めに、不断の相対化を繰り返す自己撞着へと陥ってしまったのである。

次節では、健常／障害というカテゴリーを社会構築的な観点から批判的に捉え直すこ

とで理論的な発展を続けている、 「障害学」とし1う学問領域について検討する。

3 障害学のデ、イスクール

一一解放理論の政治的意義と社会構築主義のアポリア一一

「障害学（DisabilityStudies) Jとは、その名の通り、 「障害（障害者）」という概念

を足がかりとして、既存の「健常者中心主義」的な社会のあり方を批判的に問い直す学

問である。

本節では、障害学の基本的な理論枠組みについて概観し、その可能性と課題について

考察する。まずは、障害学を標梼する研究（研究者）に共有されている二つの認識を取

り上たい。ひとつは、 「当事者性」を重視すること。もうひとつは、 「障害」を社会の

問題としてとらえることである。

①障害学における「当事者性」

障害学における「当事者性」の重視とは、障害学の「書き手」や「読み手」が障害者

であるかどうか、という問題ではない。その研究が障害当事者の視点をどれほど意識し

た研究であるか、とし 1う学問規定を巡る問題である。

障害学がその学問規定において障害者の「当事者性」にこだわる理由の一つには、障

害者解放運動や既存の障害研究に対する反省と批判がある。

障害学の起源は 1970年代以降の障害者解放運動であるが、 一部の障害者たちには、

健常者との「共闘」の中で、自分たちが権力側の攻撃をかわす盾として利用され、障害

者の権利が健常者に「代行」される結果となった、とし1う認識がある。それが健常者側

の「悪意」によるものではなく、むしろ「善意」であればこそ、健常者による障害者運

動の「ひきまわしJや「代行主義」に陥らないために、運動の主体である障害「当事者」

の視点を、意識的に、断固として固持しなければならないのである＊40

同様の文脈で、医学的処置やリハビリを中心とした旧来の障害研究も、批判的に聞い
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直されることになる。現実には、健常者主導による障害研究の成果を利用して生活して

いる障害者がし1るとしても、そうした研究はあくまでも障害「当事者」の視点を意識し

たものでなくてはならない。

加えていえば、障害を持つ研究者たちが、 E・サイードの「オリエンタリズム」吋の議

論を受容したことも、 「当事者性」を重視する障害学が成立するための重要な契機とな

った。旧来の健常者による障害研究（社会福祉学、障害児教育学、リハビリテーション

学など）を、西洋人によるイスラム ・中東研究のアナロジーとして、すなわち、研究対

象の「当事者性」を無自覚に捨象した、虚構の上に成り立つ窓意的な研究として批判す

ることが可能となった。

こうした背景から、障害学は「当事者性」の重視という点で他の障害研究領域とは区

別され、学問としてのアイデンティティを獲得したのである。

それでは、どれだけ健常者が障害「当事者性」を意識した研究を行ったとしても、そ

れは虚構の上に立つ窓意的な研究で、あることを否定できず、 「当事者」の視点を纂奪す

る可能性がある、ということになるのではないか。結局、健常者には障害学を担うこと

はできないのだろうか。

この難問について視覚障害をもっ障害学研究者の倉本智明は、 「自分を棚上げにしな

いこと、広い意味で当該問題の当事者であらんとすること、これが障害学の主体たりう

る条件j 吋であると述べる。障害に関する問題を知的好奇心の対象としてではなく「我

がこととして」考え、たとえ健常者で、あっても、 （加害者、抑圧者として）障害問題の

「当事者」であることの反省と自覚を持つべきだ、という倉本の主張は、障害学の学問

規定にとって重要である。

実のところ、 「誰が（障害）当事者なのか？」という問いに明確な回答を与えることは

不可能である。健常／障害、抑圧者／被抑圧者というカテゴリーのどちらに属するのか

は、個人のライフサイクルの内で、また、他者との関係の内で、相対的に入れ替わる。

誰もが抑圧者となり、被抑圧者となりうる。にもかかわらず、障害学における「当事者

性」とは、障害者、弱者、被抑圧者の立場を、我がこととして選択することを意味する。

それゆえ、 「当事者性」を重視する障害学は、学問規定の初発において、価値判断を含

み込んでいるのである。

②障害の社会モデル

「F章害の社会モデ、ル」とは、端的に言えば、障害者が困難に直面する要因を、障害を

持つ人がいることを考慮しない社会のあり方に求める主張である。この主張は、旧来の

障害研究や障害者観に見られる「障害の個人モデ、ル」や「障害の医療モデル」に対する

オルタナティブとなる。

「F章害の社会モデ、ノレj に関する議論においては、 「インペアメント（Impairment）」

と「ディスアビリティ（Disability)Jという 障害についての概念がとりわけ重要である。
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この二つの概念は障害学内部で広く共有されており、障害学の前提となっている。

インペアメントとは個別の身体的 ・精神的機能の特性（欠損）のことであり、ディス

アピリティとは、インペアメントをもっ人のことを考慮しない社会によって産出された

社会的不利益や活動の制約のことである。障害学は、この二つの概念を峻別し、ディス

アピリティに焦点を当てて問題化する。障害当事者の抱える問題は、障害者個人によっ

て克服されるべき問題（ 「障害の個人モデ、ル」）ではなく、また、インペアメントを医

学的治療によって取り除くことによって解決を目指す（「障害の医療モデル」）のでも

なく、社会の変革によるディスアピリティの解消によって解決すべきである（「障害の

社会モデ、ノレJ）、というのが障害学の理論的核心である。

「F章害の社会モデ、ル」の理論的射程は、社会における物理的バリアにとどまらない。

生産労働をベースとした私たちの能力観。健常者を「標準」とした身体の審美眼。 「健

康」こそを至上の価値とする規範意識。 「F章害の社会モデル」は、ともすればインペア

メントの問題として回収されてしまいがちな、私たちの規範に基づく 「目に見えない」

問題（「内なる優生思想」の問題、私たちの差別的な心性の問題）をも、その批判の射

程に収めている。

「F章害の社会モデ、ル（ディスアピリティ）」というものの見方は 障害者たちにとっ

て非常に大きな「発明」で、あった。

「青い芝の会Jが反省的に指摘したように、これまで障害者たちは、自らの障害を克

服すべき否定的なものとして捉え、自己否定を繰り返し、少しでも健常者に近づくこと

こそが求められていると考えていた。しかし 「障害の社会モデル」によれば、否定され

るべきは障害そのものではなく、障害者が「あるがままに生きる」ことのできない社会

である。この理論的「発明」によって、障害者は自己を肯定しながら生きることを志向

し、また同時に、健常者中心社会に偏在する差別性を摘発、批判する視点を獲得したの

である。

「障害Jという問題がし1かにして社会の中で生み出されているのかを明らかにするこ

と。そして、健常／障害というカテゴリーが、いかに社会の中で構築されたフィクショ

ンにすぎなし1かを明らかにすること。 「障害の社会モデ、ル」を基礎理論とする障害学は、

こうした知的作業によって、障害者の（実存的）主体性を回復し、ディスアビリティを

解消することを目指しているのである。

③障害学の特徴と残された課題

障害学は、障害「当事者性」と「障害の社会モデル」としづ切れ味の良い理論を武器

として、健常者主導の障害研究、健常者中心主義的な社会のあり方、障害者の実存を脅

かす社会規範を、次々と批判的議論の姐上に載せた。

障害学が明らかにしたことは、健常／障害というカテゴリーは社会的に構築されたフ

ィクションであり、そうしたフィクションによって障害者が不当な扱いを受けているこ
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との問題性である。ある特定の身体的 ・精神的特徴の有無によって社会の主流から排除

され、不公平な所得配分がなされ、実存を脅かされるようなことはあって良いはずがな

い。 「当事者性Jの視点から被抑圧者としての障害者の社会的経験を記述し、 「障害の

社会モデ、ル」を用いてディスアピリティを解消していこうとする障害学の政治的重要性

については、どれほど強調しでもしすぎることはない。

しかし、障害学は切れ味の鋭い優れた社会解放運動の理論であるがゆえに、その適用

範囲を限定しなければ、自らの土台を切り崩す諸刃の剣となる。

健常／障害の境界線は窓意的に引かれたものにすぎない、という「当事者」からの異

議申し立ては、反論の余地なく正しい。しかしまた、私たちは怒意的に設定されたカテ

ゴリ ーの内部でしか、認識することも言葉を発することも生きていくこともできない。

健常／障害という こ項図式は、健常と障害を差異化することで出現したものであり、そ

の枠組みの外部には健常者も障害者も存在しない。

ジュディス ・バトラーは、フェミニズムの文脈から、 「抑圧行為と抑圧対象が存在論

的にべつのものである必要はない。事実、抑圧は、それが否定することになる対象を、

生産するのだと考えた方がよしリ＊？と述べる。バトラーの指摘にしたがえば、 「当事者

性」を重視し、抑圧対象（障害者）の位置に定位し続けることを選択する障害学は、自

らが批判すべき規範秩序を（おそらく無意識のうちに）再生産していることになる。

それが「無意味である」とか「悪であるJといいたいわけではない。政治運動としての障

害学が果たすべき役割は大きい。しかし、それはカテゴリ ーの放棄に向かう道程ではな

い。障害学が「健常／障害のカテゴリ ーや健常者の存在それ自体が障害者にとっての抑

圧である」といった観念論的 ・抽象的レベルにまで議論を拡大するならば、そのような

議論をすること自体がまさに、批判の対象としている健常／障害のカテゴリーを強化

し、再生産することになる。

いかなる社会解放理論であっても、それが二項図式の内に定位しつつ被抑圧者の立場

からその図式自体を批判しようとすれば、必然的にこの｜溢路に陥ることになる。唯一、

障害学にできることは、 〈常に ・すでに〉構造化されたカテゴリーの内部にとどまり、

不当に反められた被抑圧者の権利拡大を求め、絶え間なく「秩序への異議申し立て＝秩

序の再生産Jをしつづ、けることなのである。

障害学の特徴は、 「当事者性Jを重視することと、 「障害」を社会の問題としてとら

えることで、あった。こうした点を踏まえた上で、次に問わなければならないのは、私た

ち一人一人が持つ、優生学的（能力主義的）な欲望についてである。

たとえば、出産の場面において、生殖技術や遺伝技術を用いてインペアメントをコン

トロールしようとする時、そこにはインペアメントを持って生まれるよりも、持たない

で生まれた方が良いという、障害に対する否定的な価値判断が働いている。

このことをディスアピリティの観点から批判することは可能である。しかし、批判に

終始するだけでは、私たちの欲望によって形作られた、障害に対する否定的なイメージ
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を払拭することはできない。ここで採用されている価値基準を転換させるためには、私

たちの優生学的欲望に対抗しうる別の価値観を提示しなければならない。

次節では、新優生学と教育との対比を通じて、私たちの欲望のあり方について考察を

行う。ここでようやく、本稿の主題である教育の倫理が、 「他者への欲望」としづ視座

から示されることになるはずである。

4 「新優生学的欲望」と「他者への欲望」

一 「新優生学」と教育の類縁性と背反一一

近年、現代遺伝学や生殖医療技術の発展に伴い、優生学の現代化という問題が浮上し

ている。出生前診断の結果、障害を持つ胎児を自発的に中絶する「選択的人工妊娠中絶」

や、遺伝子操作の技術や生殖医療技術を組み合わせることにより、望み通りの特性を持

った子どもをつくる「デザイナー・ベビー」吟や「パーフェクト・ベビー」といったア

イデアが「新優生学（neweugenics）」というキーワードで論じられるようになった。い

わば、変容を促すテクノロジーの対象が「外部」の自然から「内部」の自然へ、私たち

の身体や生命、 「存在」へと向けられるようになったのである。

さて、ここでは、私たち個々人が持つ一一広義には能力主義的欲望とも言い換えられ

うる一一優生学的欲望について考察を行う。

障害者であるよりは、健常者である方が望ましい。身体的、精神的な能力は、低いよ

りは高い方がよい。新優生学的趨勢は、私たちが持つこのような優生学的欲望によって

駆動され、勢いを増している。

以下では、新優生学と教育を対比的に取り上げている議論を考察することで、教育と

いう営みに固有の倫理を、 「他者への欲望」としづ視座から提示したい。

①新優生学の理論的特徴と優生思想本体の浮上

優生学（eugenics）とは、様々な人間の身体的、精神的特徴に優劣をつけ、 「優れた

もの」の増加、および、 「劣ったもの」の減少を、生殖への人為的介入によって実現し

ようとする理論、研究、思想などの総称である。先述の新優生学は、 1970年代から現在

までの、胎児や受精卵を対象とした優生学的動向として、歴史的に位置づけることがで

きる。

新優生学は、主として二つの点で、旧来の優生学と区別される句。

まず第一に、新優生学は個人の「自己決定」を重視する。新優生学容認派は、旧来の

優生学の、人種差別的、強制的、全体主義的な側面を非難する一方で、強制よりも自由、

国家よりも個人を強調し、第三者に強制されずに個人が自発的に決定した行為であれ

ば、その結果が優生学的効果を伴うとしても非難することはできない、とみなしている。

とりわけ、こうした議論が 1990年代前半から活発になり始めたことには、現代遺伝学
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の発展としづ技術的な要因とともに、新自由主義の世界的な拡がりとしづ政治的要因が

大きく影響しているだろう。

第二に、新優生学は科学的に誤りではない、という点である。旧来の優生学は未熟な

遺伝学的知識に基づいて、事実として誤りであるものを事実としたうえで、遺伝決定論

的、運命論的な主張を展開していた。たとえば、ナチスドイツは人種や民族といったそ

れ自体疑わしいものを実体化し、優劣を設定したうえで、劣等と見なしたものに対する

大量殺裁を行った。しかし、もちろん、ユダヤ人がアーリア人よりも劣等であるとする

根拠はどこにもない。

ナチズムの体験をひとつの重要な契機として、 ｜日来の優生学はその慈、意性、暴力性、

非科学性などが批判されてきた＊100 しかし、科学化され、脱暴力化された新優生学は、

そうした批判の射程には収まらない。

そして、間違いでも偏見でも暴力でもない新優生学の登場により、 「よりよいものを

増加し、よくないものを減少したい」と思う私たちの欲望、いわば優生思想の本体とも

いうべきものが前面に浮上してきたのである。

新優生学批判に対する、新優生学論者たちの反論は総じて、教育や他の領域で認めら

れている（問題とされなし1）ことを、遺伝子操作に関してのみ認めない理由はない、と

いうものである。このような反論をしたうえで彼らは、 「どのような倫理原則も、個々

人の優生学の目標を非難するのに十分な理由を提供するようには思えなしリ＊I！と述べて

し1る。

こうした状況において、私たちは改めて、優生学の何が批判されるべきなのか、とい

う問いを立て直す必要がある。新優生学的な技術の利用が「優生学につながるから」と

いうトートロジカルな批判や、 「ナチズムにつながるから」といった旧来の優生学に対

する批判は、その効果を失いつつあるように思われる。

② 「教育」との対比 ハーパーマスによる新優生学批判

ユルゲ、ン ・ハーパーマスは『人間の将来とバイオエシックス』＊12という著作において、

遺伝子を変換する優生学的措置が、私たちが自分自身のライフヒス トリーの責任ある起

動者（＝著者）として自己を理解することを阻害する可能性がある、という実存的な問

題を指摘する。自らをプログラムされた人間として理解し、自分の身体的、精神的特徴

は「他者の意図Jによって操作されているのだという自覚とともに生きてし1かねばなら

ないということは、 「誰もが世界を独自のパースペクティブから解釈し、独自のモチー

フによって行為し、独自のプロジェクトを企て、独自の利害を追求する」という、オー

センティックな要求の源泉であることを妨げるという。また、プログラマー（両親）と

設計された産物（子ども）の聞には不可逆的な従属関係がある。この遺伝学上の従属関

係の不可逆性こそが、自己理解にとって、また、法や道徳的なコンセンサスを形成してい

く公的なコミュニケーション的行為の場面において、最も深刻な問題となるのである。
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しかし、教育や社会化の場面（教育的従属関係）においても、プログラムする側とさ

れる側の関係は不可逆的であり、役割を交換することは不可能なのではないだろうか。

この点に関してハーパーマスは、しばしば教育の場面を引き合いに出しながら、次のよ

うに述べている。教育や社会化のフ。ロセスには相互行為的構造が潜んでおり、それゆえ、

両親が性格形成に寄せる期待は原則的に子どもの側からの「拒否が可能」なものである。

そして、こうした子どもの側からの 「拒否可能性Jによって教育と新優生学は区別され、

親や教師の意図を実現するための教育的働きかけの正当性が担保されるのである。

価値の実現を目指す教育という営みが、価値の実現不可能性によって支えられている

というのは、 一見奇妙な逆説に聞こえるかもしれない。

しかし、ハーパーマスが述べるように、教育の困難性、教育の原理的な不可能性こそ

が、実は教育という営みを成り立たせているのであり、この点において、教育と新優生

学は決定的に区別されるのである。そして、こうした教育の独自性は、新優生学的趨勢

に対して新たな視座を提示する可能性を秘めている。

③ 「優生学的欲望Jの前提としての「他者への欲望」

私たちが優生学的欲望に基づいて望み通りの子どもを作りたいと思うとき、その前提

には「思い通りの子どもが産まれてこなし1かもしれなし1」という前提がある。だからこ

そ、私たちは自分の子どもが五体満足で、可能な限り高い能力を身につけて生まれてく

ることを欲望し、そのための技術の開発を行ってきた。すなわち、子どもが思い通りに

ならない「他者」であることが、子どもに対する支配的な欲望を満たすためにさえも必

要な前提条件であり、私たちが遺伝技術や生殖医療技術を発展させる際の欲望を駆り立

てるのである。

教育の場合に限ってみても、教師は子どもを思い通りの姿にしたいと思うだけではな

く、むしろ、子どもが思いがけない反応を示し、教師の意図を逸脱することを期待して

いるのではないだろうか。そして、子どもが 「他者」であるからこそ、教育的コミュニ

ケーションを楽しむことができるのではないだろうか。

換言すれば、教育の場面において私たちは、子どもが「他者」で、あって欲しいと願う、

いうなれば「他者への欲望」を備えているのではないだろうか。こうした視座は、それ

以上さかのぼることのできない価値、あるいは倫理であり、根拠付けの対象にはならな

いものである。

「他者性」を縮減することによって合理性や有用性が支配する世界の実現を目指そう

とする欲望に依拠している限り、新優生学的趨勢に抗うことは出来ないだろう。しかし、

ここで強調されるのは、私たちの欲望の半面にすぎない。そうした欲望の前提となり、

且つ、同時に生起する、欲望が満たされないことを欲する形市上学的欲望、 「他者への

欲望」という視座を導入することで、そこに新たな議論の可能性が開かれるように思わ

れる。
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障害者たちによる優生学的欲望に対する批判、および、そうした欲望に基づく社会規

範に対する批判は、おおむね正当なものである。しかしながら、私たちの欲望には、合

理性・有用性を求めるだけでなく、不可能性を希求する「他者への欲望」という位相が

存在する。

次節で、はエマニュエル・レヴィナスの議論を取り上げ、私たちの欲望についての原理

的な考察を行う。そして、 「他者への欲望」としづ視座から、障害者たちが残した課題

を克服する理論的可能性を示してみたい。

5 「他者への欲望」とレヴィナスの倫理学

教育関係は「他者」としての子どもから拒否される可能性によって支えられており、

私たちは、教育的働きかけが自らの意図を超えて「失敗」に終わることを望んでいる。

これが、本研究の主題、 「他者への欲望」からみた教育の倫理の意味するところである。

以下では、エマニュエル・レヴィナスの「欲望」概念についての考察を行う。ここで

の考察を通じて、不可能性を希求する「他者への欲望」について考察するとともに、こ

こで得られた知見によって、障害者たちが残した課題を克服するための可能性を示した

し＼0

①「欲求」と「欲望」

レヴィナスは、第 1の主著である『全体性と無限』＊13において、満たし得る欲望（本

研究の文脈に引きつけて言えば「優生学的欲望」）と、満たされ得ない欲望（「他者へ

の欲望」）に対して、それぞれに「欲求（besoin）」と「欲望（d白ir）」キ14 としづ概念

を与え、次のように述べている。

欲求と〈欲望〉の相違をいま一度指摘しておこう。欲求においては、私は現実と絡

み合い、他なるものを同化することで充足することができる。 〈欲望〉においては、

現実との絡み合いも飽食もない。道標なき未来が私の前にあるだけだ。というのも、

欲求が想定している時間は〈欲望〉によって私に与えられるからである。人間の欲求

はすでにく欲望〉に立脚している＊150 

「欲求」とは、「自己」の外部である「他者」を同化することによって満たすことが可能

な、「自己」の感じる不充足感のことである。それゆえ、 「欲求」は、具体的な現実世界

において、 「自己」が欠如を感じ、それを満たそうとする運動の中で現れてくる。

これに対して、 「欲望」は決して満たされることがない。と言 うよりも、 「他者」と

の関係や「無限Jの観念によって成就するものが「欲望」であるならば、 「欲望」はそ

の定義からして、現実世界において満たされうる／満たされえない、という度量衡を超
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えた概念である。したがって、 「欲望を持つ」ということは、自分が所有しうるものに

よっては決して満たされないであろうという不充足を確信し、決して癒し得ない欠落感

に終わりなく苛まれ続けることなのである。

しかしながら、 「無限」の欠落感に苛まれ続けることは決して不幸な状態ではない。

むしろ、幸福なことである、とレヴィナスは述べる＊160 

私たちは、 「欲求」が生じたあとに、それを満たすことによって幸福を得ることがで

きる。 「欲求」が最初から存在しないことによって幸福なのではない。したがって、 「欲

求」を満足させることが幸福であるならば、その前提には、不充足感 ・欠落感が生じて

いなければならないことになる。

レヴィナスの「欲望」概念は、そうした欠落感をもたらす「他者」への志向性そのも

のを意味している。それは現実世界とは異なる、 「無時間」的な 「無限」の観念、におい

て生じるものである。

私たちは「欲求」が満たされることによって幸福を得ることができるが、満たされたこ

とによって「欲求」が消滅してしまうことは不幸なことである。したがって、現実世界に

おいて「欲求」が満たされることを求めつつ、同時に、 「他者Jとの関係によってそれが

永遠に満たされないことを望むことが、私たちが幸福を得るための条件なのである。

② 「始原的遅れ（ initialapr色s-coup）」

ここまでの考察に従えば、 「欲求」と「欲望」については、 「欲望」によって「自己J

の内部に 「欲求Jが生じ、 「欲求」が満たされることによって幸福となる、という時系

列で理解されうるだろう。

しかし、レヴィナスの議論はさらに複雑である。

レヴィナスは、 「自己」が 「欲求」を満たすことによって幸福を得る、という説明の

仕方を退ける。そうではなく、 「欲望」によって欠落感を感じ、 「欲求」を満たすこと

によって幸福を得るもののことを「自己Jと呼ぶことにする、というように説明の仕方

（時間の流れ）を逆転させるのである。

幸福は属性として「自己」の実存に付加されるのではない。享受することによって、

「自己j は分離されたものとして、 言い換えるなら幸福なものとして実存し、みずか

らの存在そのものを幸福のために犠牲に供しうる＊170 

「他者」や「外部」としづ領域は、 「自己」や 「内部」との相対的な対概念である。

したがって、自他未分化の連続が穿たれた瞬間に、 「自己」と「他者」は同時に生起す

る。しかし、 「自己」はこの 「同時性」をあえて遅れとして解釈する。

「欲求」と 「欲望」や 「自己」と「他者」とし1ったレヴィナスの用いる概念、は、 1つ

の事象に関する 2つの側面であり、それは経験的な意味においては同時に生起する。に
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もかかわらず、 「自己J （二項の前者）の領域が、 「他者」からの「始原的遅れ（initial

aprとs-coup）」によって出現する、としづ絶対的受動性を進んで選び取る態度のことを、

レヴィナスは「倫理」と呼ぶのである。

6 「他者への欲望」からみた教育の倫理に向けて

教育関係の内に見出される、不可能性を希求する「他者への欲望」としづ視座から、

レヴィナスの議論を経由することで、本研究の議論は「自己」の「始原的遅れ」という

「倫理」にまで辿り着いた。最後に、ここまでの議論によって到達した地点から、障害

者たちによって残された課題を克服するための端緒を試論的に示したい。

教育というのはブラックボックス的な変容を含むプロセスである。教育者は自らの教

育的意図を十全に伝えることができず、また、学習者は自らが学ぶ内容や、それを学ん

だ後に自己がどのような変容を遂げるのかについて、あらかじめ知ることができない。

にもかかわらず、だからこそ、私たちは教育関係を取り結ぶことを欲望し、楽しむこと

ができる。これが、本論で示された「他者への欲望」からみた教育の倫理である。

私たちが欲望を持つためには、その前提として、 「自己」の思い通りにならない「他

者（性）」の領野が存在しなければならない。すべてが「自己」の思い通りに実現する

世界であるならば、私たちは欲望を持つことがない。それゆえ私たちの欲望は、それが

どれほど「自己実現Jに向けたもので、あったとしても、本来的に内発的ではあり得ない。

そして、教育という営みには絶えず、 「他者性jが顕現化する「余地」があるからこそ、

私たちは教育関係を取り結ぶことを欲望するのではないだろうか。すなわち、まず「自

己」の欲望があり、それを実現するために「他者」としての子どもに教育的働きかけを

行う、というのではなく、自らの欲望を満たすことによって幸福を得ると同時に、それ

が満たされ得ない領域を絶えず求め続けるために、私たちは教育という営みを続けてい

るのではないだろうか。

むろん、社会規範の維持や既存の価値の伝達・再生産のために、目的合理的に教育が

行われることもあるだろう。また、大人の「自己実現」のための手段として、子ども（の

生活）や教育を用いることもあるに違いない。

しかしながら、 「子どもを思い通りに変容させたい（作り出したし＼）」という欲望の

前提には、 「教育的働きかけが失敗に終わるかもしれなしリとしづ未来の不確定性が存

在している。

ここで過言を恐れずにいえば、私たちは不確実性を伴う困難なコミュニケーション手

段を無意識裏に選択し、永遠に実現し得ない次世代への価値の伝達を楽しんでいると考

えることはできないだろうか。そしてまた、存在論的世界の自己充足にとっては端的に

無意味であるはずの未来の時間（「自己」の死後）に対する働きかけを行うことによっ

て自らの欲望を賦活し、 「他者性」に満ちた次世代との関係を享受していると考えるこ
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とはできないだろうか。

こうした議論は、障害「当事者」が直面しているような、不当な差別や不均等な財の

配分といった問題を解決するものではない。いうまでもなく、健常／障害の二項図式内

部においては障害者の訴えが傾聴されなければならず、そのことの政治的重要性は何度

でも強調されるべきである。

しかし、健常／障害としづ社会構築主義的カテゴリーに依拠した議論が、不断の反省

と自己相対化や、障害「当事者」による（相対的な）健常者に対する終わりなき批判と

告発に帰結するならば、こうした議論に「他者への欲望」としづ視座を導入することに

よって、新たな理論地平を開くことには意味があるだろう。

障害者たちは、実定的な「自己」を措定した上で、各々（健常者／障害者）の「自己」

の内面に存在する差別的な心性と欲望、 「内なる優生思想」について主題化し、健常／

障害という こ項図式の内側において、障害「当事者」の立場から健常者中心の社会のあ

り方に対する批判的な議論を行った。

しかし、レヴィナスを導き手として「欲望」に関する原理的考察を進めていくと、主

体的な「自己」は「他者への欲望」によって賦活された「欲求」の運動の中に、事後的

に生起する、としづ理論地平が開かれる。こうした地点から見れば、 「自己」の「優生

学的欲望」をどのように克服するのか、という議論の仕方は、その前提から覆されるこ

とになる。

教育関係に見出される「他者への欲望Jは、レヴィナスを経由することにより、 「自

己」を内破する可能性を秘めた概念となる。すなわち、私たちの「欲望」について省察

することにより、 「自己」の内部には、すでに「自己中心主義」 （エゴイズム）を超越

していくような契機が内包されていることが明らかとなるのである。

教育を、 「誰が当事者（抑圧された弱者）なのか」 「どのような社会秩序を再生産し

ているのかJといった問いを超えた もしくはそれ以前の 関係として描き出すこ

とが可能であるならば、障害者たちが採用した批判と告発の形式や、社会構築主義的二

項図式を超えた関係性のモデルを、教育学的視座から提示することが可能となるだろ

う。おそらくそれは、ス トイ ックな反省としてではなく、快楽を求める欲望の様態とし

て描かれるはずである。

［注］

*I本論文は、 2009年度に大阪大学大学院人間科学研究科に提出した博士学位論文を加

筆 ・修正したものである。

*2横田弘（1979)32頁。

*3現在、「内なる優生思想、j の問題は、主として、「健常者」（女性）の「自己決定」に

よる、出生前診断や選択的中絶といった生殖医療技術の利用場面において主題化さ

れている。しかし、「青い芝の会」がここで重視したのは、むしろ障害者自身に内面



166 

化された規範の問題である。障害者自身が自らの持つ規範を批判的に反省していく

という点は彼らの思想の特筆すべき点であるが、同時に、「外部」（社会制度や健常

者との関係）へと目を向けにくくなっている点で、弱点でもあったように思われる。

*4こうした文脈の中で、「青い芝の会」の障害者たちは、介護者である健常者は「頭は

出さずに、手足だけ出す」ことを原則とする「健全者＝手足論」を展開することに

なる。障害者運動の提起を受け、それを自らの問題として受け止めることで立ち上

がった健常者運動（健全者運動）の展開、関西「青い芝の会Jとその支援（介護）

を行った健常者集団「グループ。ゴ、リラ」については、山下幸子（2005）が聞き取り

調査を元に論じている。

*5 SaidラEdwardW. (1978=1986) 

*6倉本智明（2002) 163頁。

*7J・バトラー（1990= 1999) 171頁。また、バトラーの議論に触れつつ障害／健常のカ

テゴリーの不安定化（脱構築）を試みている論孜として、後藤音彦（2005）。

*8 「デザイナー・ベビー」に関しては、 Gosden,Roger G. ( 1999=2002）に詳しい。

*9桑原真木子（2003)215-216頁。

*10米本昌平（1989）は、優生学に対する批判が、ナチズムを優生学と結びつけたうえで

のナチズム批判として行われてきた経緯と、そのことに対する批判的、反省的な議

論を活発に展開している。

*11 Caplan, McGee, Magnus, (1999) p.1285 

*12ハーパーマス， J.、 三島憲一 訳（2001=2004）。特に、「リベラルな優生学？ 一一人類

の倫理的自己理解をめぐる論争」 33-124頁参照。この著作の中で、ハーパーマスは、

1990年代以降の遺伝子改良の新優生学に限らず、出生前診断や選択的中絶といった

1970年代以降の新優生学に対しでも批判的な見解を提示している。

*13 『全体性と無限』には、 2種類の邦訳文献がある。Levinas,Emmanuel (1961I1978) 

Totalite et infini, Martinus Nりhoff. （以下、 Tl と略号）合田正人訳（1989）と熊野純

彦訳（2005・2006）。引用に際しては、原著と併せて 2種類の邦訳文献を参照した

上で、 一部改訳を行った。邦訳ページ数については合田訳（1989）による。

*14 “d己sir”というレヴィナスの鍵概念には、合田訳、熊野訳、それぞれに異なる訳語が

あてられている。合田は、“desir”の一般的な意味として「欲望」と訳し、熊野は、

「満たされない渇きJを含意するために、「渇望」と意訳している。本研究において

は、合田に倣い、“desir”を「欲望」とした。

*15 Tl, p. 121. 邦訳、 170頁。

*16 Tl, p. 122. 邦訳、 172頁。

*17 Tl, p. 57. 邦訳、 81頁。
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The pu叩oseof this paper is to clari命anethic particularity of education by considering our 

desires. We follow the argument of the disability liberation movement and disability studies, 

because disabled people contemplate human desires with a greater depth and develop the most 

elaborate theories on it, and criticize it most radically. 

Firstlyラ westudy“Aoi shiba no kai (which means the green grass association）” which is an 

organization of people with cerebral palsy. In the beginning of the 1970s the organization 

members pointed out the problem of “Inside eugenical ideology”. This concept is very important 

when we consider our desire. This paper clarifies the features of “Inside eugenical ideology" by 

considering the opinion of these people and the development of this movement. 

Secondly, this paper considers disability studies by focusing on two perspectives：“the 

participant-ness of disability’： and “the social model of disability”. These perspectives are shared 

widely in disability studies. Thus, this paper clarifies the theoretical feature and remainder 

problem of disability studies. 

Thirdly, we consider the affinity and conflict between “New Eugenics" and education, from 

the viewpoint of desire on the basis of arguments on disability. 

According to the argument by Jiirgen Habermas, education and new eugenics are 

distinguished by the existence of the “Otherness”. In addition, we can discover a positive 

values in the “Others”who are not as likes. This is another side of our desire, which can not be 

criticized by disabled peoples. In this paper, I name this side of desire “the desire to the other" 

and clari今thatit is an ethic peculiar to education. 

Finally, the point of view of“the desire to the others" which is based on“de sir”as Emmanuel 

Levinas’concept is shown. By considering Levinas’argument, we indicate that there is a 

possibility that an ethic of education from the viewpoint of “the Desire to the Others" overcomes 

egocentrism. That is to say, the possibility of overcoming the theoretical problem about the 

disability from a pedagogical perspective is shown. 


